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社会資本整備審議会建築分科会第２０回基本制度部会 

平成２１年７月２３日（木） 

 

 

【事務局】  本日はお忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

私、事務局を務めさせていただきます○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 初めに、当部会専門委員の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。 

 【委員紹介省略】 

 【事務局紹介】 

 本日は、マスコミ等の取材希望がありますので、よろしくお願いいたします。なお、部

会の議事につきましては、分科会に準じてプレスを除き一般には非公開となっております。

また、議事録は委員の名前を伏せた形でインターネット等において公開することといたし

たいと存じますので、あらかじめご了承ください。 

 定足数の確認ですが、本日は委員総数の３分の１以上の委員にご出席いただいておりま

すので、社会資本整備審議会令第９条により、本部会が成立しておりますことをご報告申

し上げます。 

 それでは、ここで資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第の＜配布資料＞

の欄を見ながらご確認ください。議事次第と委員名簿、座席表がございまして、そのほか

に資料１－１、資料１－２、資料２、クリップどめでパンフレットの資料３、それから参

考資料１、参考資料２、参考資料３、以上の資料を配付させていただいております。欠落

等がございましたら、事務局までお申し出ください。よろしゅうございますでしょうか。 

 また本日は、諮問事項「安全で質の高い建築物の整備を進めるための建築行政の基本的

あり方」のうち、本部会でご検討いただくこととされております「質の高い建築物の整備

方策」につきましてご議論をいただくため、参考人といたしまして、○○様、それから○

○様、○○様、以上の皆様にご出席いただいておりますので、ご紹介をいたします。 

 それでは、以降、議事運営につきまして、○○部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  ○○でございます。本日はご多忙のところ、委員の皆様にはご出席いただ

きまして大変ありがとうございます。 

 ただいまから社会資本整備審議会建築分科会第２０回基本制度部会を開催いたします。 

 本日は、今、○○さんから説明ございましたように、前回、前々回同様、ヒアリングを
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続けていきたいと思います。先ほど紹介がございました参考人の方々でございますけれど

も、これは社会資本整備審議会運営規則の第８条第３項において準用される第５条の規定

に基づいて部会長の判断に基づいてご出席いただいたものでございます。 

 きょうは特に消費者の観点から見た、質の高い建築物の整備方策ということで意見交換

をしたいと思います。消費者という観点でございます。 

 順番としまして、最初に、○○で消費者相談に取り組んでおられます○○と、○○から

お話を伺います。○○理事は、当部会の委員でもあられます。 

 次に、○○として住宅相談に取り組んでおられます○○からお話を伺います。 

 最後に○○からお話を伺う予定でございます。 

 それで、最初におおむねの時間の割り振りを申し上げますと、○○・○○両参考人から

きょうは合計２０分、それぞれ１０分ずつ程度、それから○○から約２０分、最後に○○

から約１０分程度、そういう形の予定でご意見をいただきまして、その後３０分程度質疑

応答という形で進めたいと思います。 

 それでは最初に○○委員、○○顧問から説明をお願いします。 

【委員】  ○○です。こういう機会を与えていただきましてどうもありがとうございま

す。というのは、せんだって消防大学校で講義しましたら、○○を知っている人が一人も

いませんので、悄然として帰ってきたところなんですけれども、ここもあまり○○自身は

ご存じない方が多いのではないかと思います。そういうことで、配付資料に沿ってお話し

したいと思いますが、説明は多分お聞きになりたいのは、建築、住宅に関する苦情相談だ

と思いますけれども、その前の段階で、○○はどういうものかということを若干ご説明し

ないとそこまで行きませんので、とりあえず説明させていただきます。 

 ○○というのは○○でございまして、１２２人の小さな小さな法人であります。ただ、

消費者問題を主にやっておりますので、ちょっとめくっていただきますと、２ページから

でご説明しますが、都道府県、市町村に○○というのがあります。これは全国に５８６カ

所と書いてありますが、大きいところは東京都から、小さい市のレベルまでございます。

そういったところと連携をとりながら苦情処理に当たっている、一義的にはそんなことを

やっております。そういう情報を収集して提供する、苦情相談、商品テストといったこと、

また、ことしの４月１日からＡＤＲということで、中核的な機関として積極的な役割を果

たしなさいというのが消費者基本法の２５条に書いてありまして、それに基づいて業務を

行っているわけであります。ちなみに、建築の先生方も基本法というのが随分議論されて
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いるようでありますが、この消費者基本法は議員立法で昭和４３年につくられたものであ

ります。主な業務としては、先ほど申し上げましたものであります。 

 まためくっていただきまして４ページになりますが、その中で相談という、苦情相談を

受け付けて処理をするわけでございますが、これは５８６カ所、１つの例外もなくこの相

談業務を行っているということであります。 

 それで、○○自身は何をやっているかというと、直接相談ということで、消費者個々人

からの苦情、問い合わせに対して受け付けて処理をしている。もう１つは、経由相談と申

しまして、○○に寄せられる相談がいろいろあるんですけれども、その相談員ですね、○

○からの相談を受けて、そのアドバイスをするということで、直接相談ということではな

いというのが、やっているところがちょっと特徴的であります。それから個人情報とか消

費者トラブルメール箱なんていうものを設けまして情報収集しているというところであり

ます。 

 どのぐらいあるのだということでありますが、次の５ページになりますが、最初のころ

は非常に小さなデータベースでございました。５万件とかそんな程度だったんですが、２

００４年ですと２００万件に近く情報が寄せられるようになりました。情報といいますか、

苦情相談ですね。そして今は、２００８年度は９４万件、１００万件を切ったということ

であります。ですが、これがどの程度の有意な数字なのかというのはきちっとしたあれが

ないんですけれども、苦情とか不満を持った人の４％とか５％ぐらい、四、五％が○○と

○○に持ち込まれるということで、この裏にはかなりの苦情の暗数があるということだと

思います。 

 ６ページに行きますと、この特徴でございますが、○○は建築のことをやっているわけ

ではございませんで、多くは契約取引に関するものであります。特商法なんて法律があり

ますが、そういったものが主たるものであります。安全・品質に関する相談は若干増加し

てきているということです。 

 消費生活相談の活用でありますが、苦情は社会の公共財というような言葉がありますが、

この苦情を受けて、今、施行されている法律は憲法を交えますと１,７８１本あるそうです

が、そういう中で消費者法といいますか、本来的消費者法、機能的消費者法というのがあ

りますけれども、そういうものが不十分だというようなことがありましたら、これを法律

の改正に使っていただいているというようなこととか、法令に基づく照会などがあるわけ

であります。それから一番大きくは、報道機関を通じての情報提供ということをやって、
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被害の未然防止に資しているというようなことであります。 

 ８ページ、９ページは、ここのところ情報提供したものでありますが、取引関係でいい

ますと、やはりマルチだとか、１０月にはマンションの悪質な勧誘販売が増加というよう

なことも提供しました。断るとピザが７０枚も送られてきちゃったとか、そんなのもある

わけでございますが、そういうもの。 

 それから危害関係というのは、こんにゃくゼリーとかということで非常に目立つ、２２

人が亡くなったということで、すき間事案として有名になった事件であります。そういう

ものを提供しているということです。 

 商品テストもやっておりまして、１０ページに掲載しているようなものであります。 

 それからＡＤＲですが、これは民間賃貸住宅部会なんかでも紹介されましたけれども、

この４月１日から重要消費者紛争について実施している和解の仲介、これはあっせんと仲

介をまぜたようなものでありますが、それと仲裁を実施し始めたということで、時効の中

断とか訴訟手続の中止の法的効果が付与されたということでございます。 

 １２ページはちょっと飛ばしまして、何しろもう５分以内になってきましたので、２の

建築（住宅）に関する苦情相談ですが、これは先ほどちょっと申し上げましたけれども、

消費者から直接相談を○○にするという直接相談というのがあります。もう１つは経由相

談、各地の○○からこういう相談が入ったけれども、どういう対応をしたらよろしいでし

ょうかということへの助言です。きょうは、後でお話しします○○先生が、我が方のずっ

と長く住宅相談、これは高度専門相談と称しております。せんだって○○先生が、建物と

いうのは非常に強い情報の非対称だということをおっしゃっていましたけれども、まこと

にそうでありまして、一般の消費生活相談員というような人とか我々とかでは処理ができ

ないというようなものが多うございます。ということで○○先生に、技術的、専門的な知

識が必要なものですから、アドバイスを受けて問題点を明らかにしているというようなこ

とでございます。 

 それで、どんなものが多いかということでございますが、１４ページになります。不動

産に関する苦情相談件数ということでありますが、この中には９万何千件ということでか

なり大きいんですが、境界線に関することとか、原野商法なんていうものも若干入ってお

りますが、接客対応みたいな部分も多いものであります。こういう不動産のお話をします

と、○○には例えば例のエレベーターの事件なんというのはどういうふうに入っているの

かということがご興味があるかもしれませんけれども、エレベーターの事故であんなに大
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きい事故は○○には入っておりません。戸にぶつかったというか、それが開閉時に当たっ

て骨折してしまったとか、すき間に指を入れて指を切ったとか、そういうものが１０年間

で１００件足らずという程度であります。 

 それから今度は不動産から新築建売住宅にまとめてみましたけれども、新築建売住宅と

いうのは、毎年の件数というのは１,１００件という程度であります。２００１年とか２０

０４年が若干増えたように見えますけれども、特に何があったからということではなく、

姉歯事件などがあるとばっと増えると思いますけれども、それは若干、１年ちょっと後だ

ったと思いますので、それの影響ではないと思います。内容的にはこういう四角に囲んだ

ようなものがございます。 

 それから、新築工事の安全・品質に関する苦情件数と内容でございますが、雨漏りだと

か、どこにでもあるような話だと思います。特別に○○、○○だからというものはないと

思いますが、これはもう毎年１００件程度であります。 

 新築マンションの品質・安全に関する苦情、相談件数と内容ですが、若干減少傾向にあ

る、若干ですが苦情としては減少傾向にあるというふうに思います。建築の苦情相談の内

容でございますが、これは施工に関するもの、不同沈下、すぐに不同沈下というのはわか

らないと思いますが、そういう格好のものが１から１５まで、こんなことがあるのかなと

いうのを出しておきました。 

 事業者の対応というところが１９ページの④のところにありますが、訴訟の場でないと

対応しないとか、建て売りはこんなものというふうに対応されないというようなことで、

対応に若干問題があるのではないかというようなものもございます。 

 新築戸建てのものの請負ですが、これも同じように整理しておきましたので、読んでい

ただければと思います。 

 新築分譲マンションなんかだと、珍しいといいますか、施工に関するものというので、

中には天井が設計より低いというのが、１０番目に書きましたけれども、４０センチも低

かったなんていうのが実際の問題ではあったようでございます。 

 ということで、最後でありますが、２４ページに品質に関する苦情相談に見られる問題

点というようなものをポツで幾つか書いてございます。これはまとめと一緒でございます

が、消費者トラブルの解決には非常に多額の費用を要するというか、補修が行われるとい

うことがなかなかないと。長期間の時間を要することが多くて、なかなか金銭的な被害の

回復というのは困難になる、結果的には○○でも解決が図れないということで、訴訟の場
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に行くというようなことも中にはあるわけであります。ということで、安心・安全は必ず

しも保障されていないのではないかというようなことがございます。 

 最後の方には、非対称との関係も若干こういうことが言えるのかなと思いましたのは、

住宅性能表示の普及などというのが、そうは率が高くはないようでございますが、こうい

うようなことが普及されると、非対称性を解消する１つの方策になるのではないかなとい

うようなことであります。 

 ちょっと駆け足ですが、そんな印象を持ちながらご報告いたします。ありがとうござい

ました。 

【部会長】  ○○委員、ありがとうございます。大変重要な内容で、そもそも１０分で

お願いするのは大変失礼なのでございますけれども、全体のバランスがございまして、申

しわけございません、もっとゆっくり伺いたいのでございますけれども。 

 それでは、○○顧問、お願いします。 

【参考人】  ○○です。今、○○理事のほうから、○○への相談の内容について説明が

ありましたので、具体的なことは省略させてもらって、その相談内容から得た私なりに整

理したのが資料１－２です。ですから、どちらかというとまとめ的なことで理解していた

だいていいと思います。 

 それで、今回ここへ出席させてもらって、私は専門家だからどちらかというと建築業界

のほうなんですけれども、実際は直接窓口で消費者からいろいろな注文を受けたり、ある

いは要求されたりということは、業界をはじめ、私個人に対しての要求だということも認

識しております。そういう立場で、専門家という立場をちょっと忘れまして、消費者は実

際こういうことを切実に訴えているよということの趣旨で説明させてもらいます。 

 今、○○理事のほうからセンターでの内容を説明していただいたのですけれども、私が

個人的には○○の相談部のほかにＪＩＡの首都圏建築相談室のほうでも入っておりまして、

そこで毎月１回とかの事例報告会とかに出席してやらせてもらって、また、二月に１回ぐ

らいずつは直接相談に行って、相談者と直接窓口で対応させてもらっています。またその

ほかに、ＪＩＡのメンバーが主になってつくった東京建築家協同組合にも調査相談部とい

うのがありまして、そこでも、これは定例相談はやっていませんで、電話相談とか申し込

まれたらやるということで、そちらのほうでもやっています。あとは報道関係で、ときど

き取材に同行してくれということで、大体８年ぐらいやらせてもらっていますけれども、

たまに行って、直接消費者からいろいろな注文をされているという、大体この４つの窓口
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で得た情報をもとにきょうは説明させてもらいます。 

 それで、主な相談の内容といいますと、普通、事前相談とトラブル相談と、２つに分け

られます。事前相談というのは、これから建物を買うとかつくりたいけれどもどうしたら

いいかというのと、トラブル相談というのは、もう契約して建物が建った後、あるいはマ

ンションを買った後、いろいろな現象に対しての相談ですね。圧倒的に多いのは、パーセ

ントでは言えませんけれども、ほとんど９９％近くがトラブル相談です。トラブルの内容

につきましては、ここに、３の２）のところにちょっと書いておきましたけれども、専門

家として見たときに一番困るなというのが、消費者がいつも訴えるのが、設計図どおり施

工されていないんじゃないか、これはどうしてくれるんだというようなことが１つ。それ

で、設計図が不十分だったために追加工事だとか法令違反の部分が非常に見つかっている

というのが１つ。それから、契約したのに契約どおりつくっていないんじゃないかという

のが１つ、それで契約書の不備とかが多いですね。あと、具体的な事例としては、今、○

○理事のほうから資料１－１のほうの２３ページ以降に具体的に雨漏りだとかいろいろな

ことが書いてありますので、ああいうふうな具体的に細かい事例としての相談が多いです。 

 こういう窓口での情報から消費者は一体何を求めているんだろうということを整理して

みました。そうすると、消費者というのは、要するに今回議論されているような設計者に

どういうことを望んでいるのか、あるいは管理者にどういうことを望んでいるのかという

細かい専門性ではなくて、業界全体に対して、今ある建築基準法をまず守れよ、守って仕

事してくれよというのが１つ。それからもう１つは、契約したんだから契約どおりにつく

ってくれよ、契約の履行ですね。それが消費者にとっては安心な建物だよと。まあ、法令

遵守というのをＡとして契約の履行をＢとして、ＡプラスＢがＣなんだと、これが安心し

て住める建物だよというのが単純な構図でもってイメージしています。結論から言えば、

設計者が悪いとか施工者が悪いとかいうんじゃなくて、業界全体としてそういう仕組みな

りシステムで供給してくださいよというのが消費者の実情だと思います。 

 ２ページ目を開いてもらって、もう時間がないからあまり細かくは言えませんけれども、

じゃあ今後どうしたらいいのかといったときに、幾つか例示してみたんですけれども、ま

ず、やはり結論から言いますと、今、新しい建築基準法のほかに新しい建築基本法をつく

ろうかという動きとか出ていることは承知していますけれども、少なくとも消費者の代弁

をさせてもらえば、現在ある法律を守れないのに新しい法律をつくってどうするのという

ような感覚ですね。だから、今あるルールをまず守った上で、守ることが先ではないです
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かというのが１つの消費者側の考えだと思います。供給側として品質のいい建物を供給す

るということは、これは消費者にとってはいいことです。これはもう反対する余地がない

んですけれども、しかし、今の法律を守れない業界が品質の高い法律をつくってそれが守

れるのかということが消費者側の単純な気持ちだと思います。 

 細かいことはやめますけれども、まあ、どちらさんかでもって書いてあったと思うんで

すけれども、姉歯事件、平成１７年に起きた姉歯事件は、あれは消費者側から見ると、こ

れは単純に業界内部の問題だという認識です、構造計算が建物についているなんて認識は

全くありませんので。だから、その構造計算に偽装があったということは、報道だとか、

ああいう事件になってから初めて知っているというのが消費者の認識です。ですから、構

造計算の偽装によって昨年、法律が変わって、設計者なり管理者だとか、そういう設計者

側の基準というか責任とかが非常に厳しくなったんですけれども、私は個人的には、建物

というのは設計者だけ、あるいは管理者だけではできないので、施工者がいなかったら絶

対できないので、個人的には、施工者側には基準法どおりあるいは設計どおりつくる技術

的な指導をする立場の施工管理士というのがあるはずなんですね、制度的には。じゃあ、

そちらのほうの厳しさというのはどうなっているんですかと。私は設計者ですから、講習

会とかいろいろ義務づけられていますから行っていますけれども、つくる側の人たちはど

うなっているんですかと、ほとんど私個人的には施工管理者の講習会が増えたとか、ある

いはそういう資格の見直しだとかという議論は全く出ていませんね。だとしたら、車の両

輪の片方が落ちているのと同じなので、両方並行してレベルアップしなかったら、多分、

消費者、エンドユーザー側での利益はないと思います。だから、その辺が今回の法律改正

ではちょっと抜けているのかなというふうに思います。 

 それと、もう１つ消費者側から見て、建築基準法令というのは一応手続があるんですか

ら一応チェックされていますけれども、個々の契約については、その契約内容というのは

ほとんど自由ですね、契約書についても。しかし、いかに中身がずさんな契約書が多いか

ということも事実です。例えば、工事明細書がなかったり、設計図がなかったり、ほとん

ど一式での金額しか出ていなかったり、工期がずさんだったり。工期も書いていない契約

書もありますよね、金額と支払い条件だけしか書いてないと。契約書を持ってきてくださ

いと相談のときに言うんですけれども、持ってきた契約書は実は契約書じゃなくて見積も

り書だったり、契約書になっていないとか、そういうのをどうやって、まあ契約は自由経

済ですからそれは自由なんですけれども、もう少し最低の、消費者が安心して契約できる
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ような、安心して任せる、委任できるような契約書の内容を、何とか法的な整備というか、

そういうところで制度化していただきたいなと、これは消費者の弁です。 

 以上が主なる今後の問題だと思うんですけれども、参考までに、今、法整備というか新

しい法律をつくろうという動きがあるんですけれども、３ページに、これは個人的に私が

参考資料として抜粋しておきました。これは１９５５年に○○先生と○○先生が書いた建

築物法規概説というのがあるんですけれども、その本の中から、建築基準法の使命とかと

いうのをその本の中で解説したものがありましたので、ここへ入れておきました。もし法

整備をする場合、あるいは新しい法律をつくる場合に、今の建築基準法をつくった社会的

な背景というのは確かに終戦直後とは全然違います。しかし、この内容に書いてあること

については、理念としてはあまり違わないような気がしています。技術論はまた別ですよ。

そういう意味で、もし新しい法律をつくるんだとしたら、今の建築基準法の理念と新しい

法律の理念を並べてみて、比較してみて、どちらがいいんだ、どこが欠けているんだとい

うことを具体的に資料をつくって、それをまず消費者にも開示すべきだと私は思います。 

 以上です。 

【部会長】  ○○顧問、どうもありがとうございました。 

 では続きまして、○○先生、お願いします。 

【参考人】  ○○です。貴重な時間をちょうだいして、ちょっと簡単ですが、消費者の

観点というか、特に私の立場ですと被害者からの相談を受けて対応しておりますので、消

費者の中でも被害者の立場から見てどうかということを、ちょっと簡単ですがご紹介させ

ていただければと思います。 

 資料は２です。まず、私がどんな活動をしているのかということで、最初に、欠陥住宅

全国ネットという団体がありまして、その中で全国で約１,０００人ぐらいの建築士、弁護

士、消費者の方と一緒に活動しているんですが、この団体は９６年１２月、あの阪神・淡

路の地震の後につくられた団体で、その後、各地域ネットが各地につくられています。そ

の中の関東ネットというところに私は所属して具体的な相談対応をしています。 

 関東ネットの活動状況なんですが、相談の方法としては二通りありまして、通常の相談

というのと定例相談という活動をしていまして、通常相談というのは、相談があった場合

に建築士あるいは弁護士が一人で対応するという相談の方法です。それから定例相談とい

うのは、建築士と弁護士がペアになって会場に来てもらって相談を受け付けるという活動

をしています。今までの平均をとってみますと、２つあわせて大体月平均９.５件ですか、
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１０件近くの相談がずっと続いて来ていて、これは特に今のところ増減はないです。減少

傾向にあるとか増大傾向にあるということはないです。 

 この相談の案内は、主としてホームページで紹介しているだけでして、そこでキャッチ

した方が主に相談に来る。あとは関連の建築士、弁護士からの紹介があって相談に来ると

いうパターンが多いと思います。 

 それから相談内容の特徴、被害状況ということで、最低基準が守られていないとか地盤

関係の問題が多いと書いてあるのですが、関東ネットの相談だけではないのですが、写真

を幾つか準備しましたので、こんなにひどいものがあるのかということで、参考にご紹介

をさせていただきたいと思います。 

 これはアンカーボルトのずれということで、見ていただければわかると思うんですが、

土台と緊結するためのアンカーボルトがずれてしまっている。 

 これももう土台からアンカーボルトが外れて出てきてしまっているというところです。 

 これはアンカーボルトが土台の下で切られているという状態です。 

 それからこれはちょっと見にくいですが、布基礎のフーチングのところがフーチングの

形になっていない、いわゆる垂れ流し基礎といっているんですが、こういう施工も実際に

あるということです。 

 それからこれは地盤沈下をした建物について、これは床束が下から浮いてしまっている

という、これだけはっきりわかる沈下が生じているということです。 

 これは束石が沈下によってつぶれてしまった状態です。 

 これは基礎の真ん中に亀裂があるんですが、ちょっと見にくいですけれども、あれだけ

大きな亀裂が生じてきてしまっている状況です。 

 これも不同沈下で階段が陥没しているんですが、手前側の階段と後ろの、まあ階段じゃ

ないんですが、あそこは同じレベルにあったのがあれだけ落ちてきてしまっているという

状態です。 

 それからこれも不同沈下ですね。正面のところの外壁が大きく割れてしまって、クラッ

クが入っているという状態です。 

 それからこれはシロアリの食害で基礎の上の土台のところがかなり激しくやられている

という状態です。 

 これもシロアリで、実際にシロアリが発生しているところです。 

 これは羽子板ボルトの施工状態で、きちんと羽子板ボルトの施工方法がとられていない
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状態です。 

 これは筋交いの緊結で、右側に絵がかいてあるんですが、本来、金物で柱との部分を接

合しなきゃいけないのができていないという状態です。 

 これも筋交いのところで、緊結されていないということと、これは欠き込みもされてい

る状態です。 

 これも同じく筋交いの緊結の不良の状態です。 

 これは接合ナットの長さ不足ということで、ボルトは頭が閉じられないという状態です。 

 これは筋交いの切断ということで、左側の扉のところまでで斜めに来ている筋交いがも

う切られてしまっていたという状態です。 

 これは自然崩落したベランダの腰壁ということで、手前側のベランダの腰壁が自然に崩

落してしまったという状態です。 

 これは雨漏りで、屋根裏ですかね、天井の腐食、屋根裏の腐食が進んでいるという状態

です。 

 これはリフォームの工事なんですが、柱を鉛筆のように削ってしまった状態です。 

 これは浴槽下の排水管と排水溝とのずれということで、排水管がずれちゃって、あのま

ま使うと床下に浸水をしてしまうという状態です。 

 これはラーメン構造と偽って売られた建売住宅ということなんですが、これは鉄骨３階

建てでラーメン構造として売られた建て売りなんですが、鉄骨の断面が設計あるいは確認

申請に比べて半分以下の断面しかないという状態です。 

 同じ建物で、鉄骨なんですが、鉄骨のフレームの間に木で枠組みをつくって、そこに木

の筋交いも入れてあったという状態です。 

 これは溶接関係で、溶接をするために必要なエンドタブが欠落している状態です。 

 それからこれは溶接の欠陥で、これは阪神・淡路大震災で倒壊した建物ですが、柱の根

本のところの溶接がまずくて、そこからやられているという状態です。 

 これは帯筋の欠落ということで、ちょっと見にくいですが、柱脚部の帯筋がきちんと入

っていなかったというのが地震によってわかったという状態です。 

 これは鉄筋が露出してしまっている状態です。 

 これははりの配筋不良ということで、はりがどういうふうに配筋になっているのかよく

わからない、ぐしゃぐしゃの配筋状態ということです。 

 それからこれも同じくはりの配筋の不良ということです。 
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 という状態で、通常では信じがたいような建物も実際には消費者のほうに販売されてい

るという状態です。 

 どうしてこういう欠陥の被害が起きるのかという原因についてなんですが、大きな出来

事としては２つレジュメのほうに挙げさせてもらったんですが、阪神・淡路大震災があり

ました。この地震で倒壊した建物については、鉄骨部分の溶接の問題、あるいは木造住宅

では耐力壁の不足、そういった問題があって倒壊してしまった建物が多数あったというこ

とで、こういう指摘がされていたんですが、この施工中のチェックについては特に具体的

な手当てというのはその後もされていない状態だと思います。 

 それから２００５年の耐震強度偽装事件、これもものすごい問題だったんですが、設計

段階のチェックをきちんとしましょうということで、設計の部分はかなり強化されたと思

うんですが、このときの施工段階でのチェックについては必ずしも十分な手当てがされて

いないのではないかというふうに思います。 

 ということで、３番でまとめとしては、施工段階におけるチェックがきちんとできてい

ないのではないかというふうに考えています。チェックとしては、建築士の工事監理と中

間検査制度というのがあると思うんですが、建築士による工事監理というのは機能してい

ないと考えています。 

 後ろのほうに参考の判例として２つ挙げさせてもらっているんですが、そのうちの１つ、

参考判例の１、平成１５年の建築士の責任という判例、これは名義貸しの建築士の責任を

認めた判決例なんですが、確認申請の書類に工事監理をしますという名前だけ書いて実際

には何もしない、こういう建築士には不法行為の責任が成立しますよということを判断し

た判例です。基準法、建築士法、今の法制度では建築士が責任を持ってきちんとした建物

を建てるということが求められているのに、その責任が果たされていないということを認

めた判決だと考えています。 

 それから中間検査についてなんですが、従前は、各自治体、特定行政庁が必要に応じて

中間検査を行うということでした。耐震偽装事件の後、一部中間検査が義務づけられまし

たが、その１カ所だけで、その他の部分は地方自治体に任されているということだと思い

ます。 

 それで、欠陥が起きてしまった場合に、では、建築の紛争になった場合、被害者のほう

はどういうふうに救済されているのかということなんですが、建築紛争の特徴としては、

技術訴訟ということで、どうしても専門家の協力が必要になってきます。そのために調査
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費用とかその建築士さんの費用の負担がある。それから住宅というのは消費者にとって財

産的な価値が高くて生活の拠点であると。取得するときは一定の夢を実現したというとこ

ろのはずが、欠陥が見つかるということで、その落差がすごく激しいのです。実際に家族

関係もうまくいかなくなって離婚をしてしまうという被害者がかなりたくさんいらっしゃ

います。実際、私の担当した事件でも離婚されてしまった方もいらっしゃいます。 

 裁判の中でどんな争点があるのかということなんですが、瑕疵があるかないか、それか

ら瑕疵に対してどうやって補修するのか、大きく言うとその２つの論点がありまして、瑕

疵の存否については、建築基準法という法律が一定の基準になるんだということで、ほぼ

判例上、定着しつつあります。問題は、瑕疵がある場合にどうやって直すかということで、

消費者側、被害者側は基準法どおり直してくださいという主張をするんですが、業者側か

らは、基準法に違反していても、安全率を見込んでいる、あるいは実際上安全だから補修

する必要がないんだ、こういう主張が出てきて、なかなか裁判の現場で、基準法どおり直

してくださいという単純な主張が通らないというのが現状になっています。 

 事務局の対応ということで書かせていただいたのですが、基準法違反か否か、訴訟の手

続の中で裁判所から調査嘱託をするとか弁護士会照会をするという仕組みがあるんですが、

なかなか回答していただけない、時間がかかるということがあって、事務局からもそうい

うバックアップというか、基準法を遵守しなさいという意見がいただければありがたいな

と思っています。 

 それから、消費者が建築物に求める質、性能ということなんですが、先ほど藤島さんか

らも説明がありましたが、被害者からの相談をずっと受けている身としては、最低基準、

これだけは必ず遵守してくれと。そういう住宅を取得してしまった方は被害のダメージが

大き過ぎるんですね。なので、まずそれが大前提だと思います。その上でどんなプラスア

ルファの性能、品質を消費者が求めているのかということについては、もちろん私は意見

を言える立場にはありませんが、相談している中では、いろいろな、その人それぞれの考

えというか求めるものがあるのかなというふうに思います。 

 それから消費者が専門家や行政に期待する役割ということなんですが、まず、最低基準

を確保した住宅が建築されるシステムの必要性ということで、施工段階のチェックの充実、

それから信頼できる建築士へのアクセスということで、なかなか一般の消費者の方は、建

築士にもいろいろな方がいて、得意分野がいろいろあるということもわからなくて、建築

士だということだけで信頼していろいろ頼んでしまうということもあるんですが、そうい
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う状況ではなくて、消費者がみずからいろいろな建築士さんに会って、この人なら信頼で

きるということで選択できるような、そういう仕組みが必要なのかなと思います。 

 それから、被害発生の場合に迅速に被害回復がなされるシステムの必要性ということで、

これも先ほど申し上げたことですが、基準法違反、契約違反の場合に、基準法どおりある

いは契約どおりに直してくださいという単純な主張が確実に実現するような仕組みが必要

なのかなと思っています。 

 それからあとは違反業者に対する厳格な行政処分と書きましたが、これはなかなかまだ

まだ業者への処分は生ぬるいのではないかなと思っておりまして、これは参考判例の２と

いうことで、平成１９年の最高裁の判決を後ろで紹介させていただいているのですが、こ

れは設計者、施工者、工事監理者に、建物は基本的な安全性を確保するようにしなければ

いけないんだとする義務を課しているんですね。直接の発注者に対する関係だけではなく

て、建物というのは、それを利用する人、近隣を通る人、そういう人たちのためにも安全

につくらなきゃいけないということで、不法行為責任を認める根拠として安全性に配慮す

る義務という強い責任を認めていますので、その辺も踏まえた対策が必要なのかなと思っ

ています。 

 それから、建築物に関する情報の非対称性を解消するために必要な取り組みということ

で、１つは地盤情報の公開。地盤に問題があった場合にはすごく悲惨な被害になります。

なかなか正確な地盤情報を得ないままに買ったり、あるいは建築してもらったりするとい

うことが多いので、業者からの説明だけではなくて、何らかの方法で地盤情報をだれでも

アクセスできるような仕組みをつくっていくということが必要なのかなと思っています。 

 それから各業者の違反歴の公開、こういうこともやっていったらどうかなと思います。 

 それからちょっとここで書き落としたのですが、型式適合認定という仕組みがあって、

その認定を受ければそのとおりで建築ができるという仕組みがあるんですが、いろいろな

業者、大手などがそれを利用しているんですけれども、その認定を受けた際の図書の内容

が公開されていないんです。どこにお願いしても、事務局、建築センターにお願いしても

これはもう出てこない。そうすると、消費者にしてみれば、どんな建物なのかというのが

わからないわけですね。ですので、きちんと建てられているのかどうかもチェックできな

いということで、この認定図書についてはぜひ公開できるような仕組みが必要かなと思い

ます。 

 それから最後に消費者に求められる役割ということなんですが、被害相談を受けている
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立場からすると、現状のシステムではどうしても、自分で欠陥を防止するというのはちょ

っと不可能なんですね。なので、欠陥住宅に当たってしまうと人生が終わってしまうとい

うようなことになりますので、最低基準を遵守する仕組みというのをより徹底してほしい

ということです。 

 もう１つは、高額の住宅ローンを負担して住宅を手に入れる、所有する、自分のものに

するということが一般的な目標になっているんですが、現状のシステムの中では、個人の

住宅を取得するというのはリスクが大きいので、例えば今、現状でも賃貸といっても賃料

が住宅ローンと同じぐらいになるということもあるので、より安心して住める住まいを確

保するという意味で、例えば公的な住宅ですとか、そういう仕組みも必要なのかなと思っ

ています。 

 消費者に求められる役割というか、取得するときはほんとうに十分に研究して慎重に選

択してもらうしかないということになるのかなというふうに考えています。 

 ちょっと駆け足で申しわけありませんが、大体以上のとおりご説明させていただきます。 

【部会長】  ○○さん、大変系統立ったご説明、ありがとうございます。重い課題を突

きつけられている、そういう印象でございます。ありがとうございました。 

 それでは最後になりますけれども、○○にご説明をお願いします。 

【参考人】  ○○と申します。きょうは説明の機会を与えていただきましてありがとう

ございます。 

 それでは、お手元の資料３に基づきまして説明させていただきます。パンフレットを２

つ用意いたしました。２つ目の財団法人の案内のこういうパンフレットがありますので、

まず最初にこちらで私どもの業務の概要をかいつまんで申し上げたいと思います。これを

開いていただきますと、右のページに業務概要がございます。主に２つの仕事をしており

まして、１つが住宅紛争処理の支援業務を行ってございます。これは指定住宅紛争処理機

関、弁護士会に設置されておりまして、日弁連さんのご協力によりまして、すべての弁護

士会にこのシステム、審査会が設置されております。それに対する支援の業務を行うとい

うことで、２０００年からこの業務を開始してございます。 

 もう１つが２番の住宅相談と消費者支援ということで、日々、住宅の相談を受けて対応

してございます。これらについて少し詳し目に書いたのが次のページになります。 

お開きいただきますと、まず大きな１番、住宅紛争処理の支援ということで、紛争処理

の仕組みの絵がございます。評価住宅あるいは保険付住宅を買われた、あるいは供給され
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た方との間でトラブルがありました場合は、絵の真ん中にございます住宅紛争審査会に申

し出ることができます。すべての弁護士会に設置されていて、この住宅紛争審査会には紛

争処理委員が最低１０人以上おられます。全国では弁護士の委員の方が約８００名、建築

士の委員の方が約４００名、計１,２００名以上の委員の方が専門性の高い紛争処理に対応

するということで待機してございます。そうした紛争処理が円滑にいきますように、右の

支援センターではこれをバックアップするという仕組みになってございます。 

 支援業務の内容は、下に書いてございます。毎年、紛争処理委員や職員に対する研修等

を行っておりますし、また、さまざまな情報提供を行うということで、住宅紛争処理技術

関連資料集あるいは瑕疵関連事例集等を作成して配付してございます。 

 右のほうには住宅紛争審査会の業務概要が書いてございます。弁護士会の全面的なご支

援をいただきまして、すべての弁護士会で紛争処理の体制が整備されてございます。真ん

中の表にございますが、これまで、紛争処理申請の受付が１５７件ございました。これか

ら保険の紛争処理がいよいよ開始されますので、ますますこの件数が増えてくるというふ

うに思います。 

 以上が紛争処理支援業務の概要でございます。 

 次のページをめくっていただきますと、相談と消費者支援業務の内容になってございま

す。相談は、電話で受けておりまして、電話相談の件数、約１万３,０００件を、昨年度受

け付けました。電話相談以外にもどうしても面談で相談したいという方もおられます。そ

の場合は専門家相談ということで、法律と建築とシックハウスの分野別に、それぞれの専

門の委員の方に協力していただきまして実施してございます。 

 さらに、消費者支援業務がございます。昨今、大型の住宅メーカーの倒産等がございま

した。富士ハウスとかあるいはアーバンエステートということで、数千人の被害を受けた

方がおられまして、そうした場合に臨時的に相談窓口を開設して対応いたしております。

土曜、日曜、祝日も開いて対応するということも実施いたしました。また、弁護士の先生

に待機していただきまして、即座に対応できるようにということで、専門的なアドバイス

ができるようにいたしました。 

 また、弁護士会によって被害者救済活動を行う会もございまして、富士ハウスの場合で

すと、静岡県弁護士会、愛知県弁護士会、東京三会等の弁護士会が無料相談を実施したり、

あるいは説明会等を開いて対応いたしました。そうしたことが円滑にいくように支援セン

ターではその支援を行うということも実施いたしてございます。 
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 このような支援業務と相談業務の内容をもう少し詳しく書いたのが、青いパンフレット

の「住宅相談と紛争処理の状況」というものになります。これをかいつまんでご説明申し

上げたいと思います。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。６ページには紛争処理の状況を表に整理い

たしました。表の２に紛争処理の受け付けの件数、それから成立、打ち切り等の状況を整

理してございます。どういうふうな紛争処理がこの審査会に持ち込まれているのかという

のを整理したのが次の表になりまして、図２２は、住宅の種別でいきますと戸建注文、共

同分譲、戸建分譲と、ほぼ三等分ぐらいになってございます。それから下の図２３、これ

は１００件の終結事件を整理したものですが、最終的には成立したものが５７％、打ち切

り３４％、取り下げ９％というふうな状態になってございます。 

 次の７ページを開けていただきたいと思います。７ページの図２５には申請人の属性が

ございまして、申請する方は主に消費者の方でございます。９割は消費者から申請されて

ございまして、１割は業者のほうから出ております。図２６は、弁護士の代理人が関与し

ているのかどうかということで、双方とも関与せずが５割あります。全体的には、８割は

消費者の方が弁護士をつけなくても本人だけでこの審査会に来れば安価に専門的な紛争処

理が受けられるというふうな実態になってございます。 

 それから右の８ページに移りますが、紛争処理はどの程度の期間で行われているのか。

図３０が紛争処理に要した日数を整理したものでして、平均すると２３２日、約７カ月で

終了しております。８割は１年以内に終わっておりますので、安価、迅速、簡易、公平な

紛争処理という目標をほぼ実現しているのではないかなと。審理回数は、図３１にありま

すように約５.５回になってございます。紛争処理の審理を行う場合は、弁護士２名、建築

士１名、合計３名のケースがほとんどになっております。そして原則として必ず現地調査

をする。現場を見て、消費者の意見を聞いて、実態に合った解決を図っているということ

になっております。 

 それから何が争点になっているかを整理したのが、下の３２と３３の図でございまして、

図３２は、戸建住宅の争点、ひび割れ、沈下、仕上げ不良等、さまざまなものがございま

す。図３３は、マンションの争点はほとんど騒音の問題になってございます。上階からの

生活音、あるいは外部からの騒音等、さまざまな形態がありますが、マンションは騒音に

特化しているというふうに言ってもよろしいかと思います。 

 以上が紛争処理の実態でございまして、相談のほうの状況について次に申し上げます。 
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 １ページと２ページをお開きいただきたいと思います。１ページの左上の図が相談件数

の推移でございまして、昨年度は対前年度５割増えました。その主な要因は右のページに

ございます。１つが住宅瑕疵担保履行法に関連する相談が２,５００件近く１年間で寄せら

れまして、とにかく新しい瑕疵担保履行法を周知させるということで、ダイレクトメール

を発送したり、広報を展開いたしました。それでさまざまな相談が寄せられて、私どもは

対応してございます。 

 もう１つが（２）の住宅会社の倒産等に関連する相談というのが、昨年の大きな出来事

でございまして、例年ですと３００件ぐらいの相談件数が、一挙に１,０００件を超える相

談が寄せられました。非常に深刻な相談がございまして、富士ハウスですと２,２００戸ぐ

らいの未着工の被害者、アーバンエステートは５００戸以上の被害者が出ておりまして、

それぞれの弁護士会のご協力を得ながら、即座に窓口を開設したり、被害者の弁護団をつ

くっていただくための支援をする等を昨年展開いたしました。 

 それから３ページが、不具合の相談の特徴でございますが、これは○○さんのデータと

ほぼ同じような傾向になっておりまして、不具合事象、図７にありますように、雨漏り、

漏水、ひび割れ、はがれということは、どの相談機関でも同じような傾向になっておりま

すので、住宅の不具合というのは共通したものがあるのかなというふうに思っております。 

 最後になりますが、この裏表紙をごらんいただきたいと思います。相談から紛争処理の

流れの概念図でございまして、まず、支援センターで相談を受けるためにフリーダイヤル

等を設置してございます。そして相談部には毎日１０名程度の相談員が対応しておりまし

て、電話での相談を受けております。相談員は全体では１７名おりまして、ほとんど一級

建築士の資格を持ったベテラン相談員を配置してございます。この相談のうち、一番左下

のほうに、紛争処理をどうしても申請したいという方のためには、各弁護士会と連絡をと

りまして、弁護士会の前さばきの相談が終わった後、弁護士会に回付いたします。そうし

たつなぎの役割をして、円滑に紛争処理が行われるようなことをしてございます。また、

専門家相談、真ん中にありますが、どうしても面談をしてお話を聞きたいという方のため

に設けてございまして、法律相談が最も利用されてございます。現在、７名の弁護士の先

生に順番に担当していただいておりまして、平日の午後、夜間、土曜日ということで、各

月１回ずつ企画しておりますが、毎回ほぼ相談が入っておりまして、毎月３件程度は必ず

埋まっております。特に土曜相談が大変人気がありまして、仕事の制約を抜けて来られる

というふうな形でやっております。すべての相談が私どもで対応できるわけではなく、そ
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の他の相談機関を紹介するというケースもありまして、そのときは右のほうの適切な相談

機関を紹介するということになってございます。 

 こうした形で、相談から紛争処理ということで、特に住宅については非常に専門性が高

いということから、相談員にはベテラン一級建築士をたくさん配置いたしまして、紛争処

理には日弁連さんのご協力を得て、弁護士委員と建築士委員でチームを組んで紛争処理を

していただいています。評価住宅からスタートいたしまして、いよいよこれから保険付き

住宅についてもこれを全面的に展開していくということで準備を進めております。 

 以上、駆け足になりましたが、ご説明を終わらせていただきます。 

【部会長】  ○○、大変明快なご説明をありがとうございました。 

 それでは、これから４人の参考人のご説明に関しまして意見交換をしたいと思います。

ご意見、ご質問ございましたら、この名札を立てていただきたいと思います。きょう、ち

ょっと配置の関係で見づらいので、私の見落としがあったらおわびしたいと思います。ど

うぞご自由に。 

 では、○○委員、お願いします。 

【委員】  ○○さんにちょっと確認をしたいんですけれども、○○さんからの資料の中

の４ページの、消費者に求められる役割というところで、私が一番可能性のある方法かな

と思っていることもあるんですけれども、請負契約で設計どおり確認しているかという、

言ってみれば、ある種の専門家によるコンサルタントですよね。この「アクセスが難しい」

というのは、消費者からの意見で、そういう制度がないからという意味合いでこういう表

現になっているんでしょうか。 

【参考人】  ええ、そうです。欠陥について意識があって、そうならないように建築士

に頼んで設計・工事監理をお願いしたのに、結果としてはやはり欠陥になってしまったと

いう相談もありまして、そういう意味では、大丈夫な建築士にめぐり会う機会がすごく少

ないのかなという印象を持っているという意味なんですが。 

【委員】  信頼のある建築士を探せないのか、建築士をある程度管理というのか、日常

的な建築士の活動に対して、第三者的にサードパーティーとしての建築の専門家が探せな

いのかという点でございますが、私は後者ではないかと思ってお話を受けたんですけれど

も、それでよろしゅうございますか。 

【参考人】  はい、基本的にはそういう意味です。きちんとチェックできる、第三者性

のある、工事監理ができる建築士さんがすごく少ないという趣旨です。 
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【委員】  ありがとうございます。これは事務局のほうから見てもそういう市場がまだ

ないという理解なんでしょうかね。何か、自分が一生に何度かという非常に高価な消費も

のを買うときに、やはりだれかに、先ほど来お話しになっている非常に専門性の高いもの

で、なかなか一般の人たちが建築物の性能というのを評価しづらいときに専門家の方に相

談をするというシステムですよね。市場性がないんでしょうかね。何か事務局としてそう

いう市場性という点でいかがでございましょうか。 

【局長】  従来、通例の個人の住宅について、建築士とか建築家にきちんと設計を頼む

というのはそんなにメジャーじゃないですよね。通例、工務店とかハウスメーカーにまと

めて頼むと。いわんや、今おっしゃったような、特に工事監理に特化して特定の建築士に

お願いするということがそんなにメジャーじゃないんじゃないかという感じがします。最

近では、ちゃんと街の建築士に頼んで、設計もきっちりやってもらって、それで工務店と

は別よというのが随分増えてきたということは聞きますけれども、過去はそうじゃなかっ

たような気がします。ただ、そういう建築士がいないと言われると身もふたもないので、

多分、そういったことに対してマーケットがないというか、そういうことが少なくともメ

ジャーであるとは確かに思わないですね。 

【部会長】  ちょっと今のことに関連して、○○さんに確認というか教えてほしいんで

すけれども、１年間に百何十万戸か建つわけでございますね、住宅で申しますと。それで、

うまくいったケースも全部踏まえてこういうご発言になっているのか、あるいはご経験さ

れたトラブルをベースにしたメモなのか、その辺はどちらでございましょうか。 

【参考人】  もちろん、すべての住宅の情報はないですからわかりませんが、少なくと

も相談を受けて、揺れるとか傾斜があるというようなケースで調査に行くと、必ず何らか

の基準法違反なり契約違反の箇所は必ず見つかるのです、ほぼ１００％。ということは、

調べれば何らかの問題が見つかる可能性が高いというふうに考えられますので、そうする

と、相談を受けた場合は、建て売りとかマンションとかは危ないというアドバイスをせざ

るを得ないので。ということで、実際の実地のデータはありませんが、私の日ごろの経験

からすると、怖いということです。 

【部会長】  はい、ありがとうございます。 

 それでは、○○委員、○○委員、○○委員の順番でお願いします。多分、きょうは非常

にたくさん質問が出るかと思いますが、この会場は、どう延ばしても６時１０分にはやめ

ろと言われていますので、その辺先生方お含み置きいただきたい。 
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 では、それから○○委員、たくさんあるんでしょうね、きっと。 

 では、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、その順番にお願いします。まず○○

委員、お願いします。 

【委員】  簡単に申し上げますけれども、４人の先生方、問題を非常にわかりやすく説

明いただいてありがとうございました。私は、身もふたもない建築士の側という立場で申

し上げたいことが２点あります。１つは質問なんですけれども、３ページのところで、「最

低基準すら守っていない住宅が少なからずある。」と書かれていますが、その具体的な実態

はどうなのかということです。量の問題というよりも、我々が日弁連の方々とも以前に議

論したことがあるんですけれども、どういう状況でそういうことになっているのかという

ことです。先ほど○○先生がおっしゃったような、デザイン側とビルト側という問題が常

にあるんですけれども、こういうのは施工のところでそうなっているのか、設計の段階で

もう既に最低基準が守られていないということなのか。そういうことまで実態がおわかり

なのかどうかということです。それを弁護士の方々に具体的に知らせていただきたいとお

話ししたら、やはり、個人情報にかかわるんですかね、そういうことは具体的に話ができ

ないということでした。その辺の情報の入手の問題と含めて、それはどうなのかというこ

とをお聞きしたい。 

【参考人】  最低基準が守られないケースが設計の問題なのか施工の問題なのかという

ことだと思うんですが、基本的には施工の問題だと考えています。 

【委員】  ということですね。わかりました。 

【参考人】  情報開示の問題については、多分、個人情報だということなんだと思いま

すが、どんな欠陥のケースがあるのかというのは、全国ネットで裁判例を集めて判例集を

出版しているんです。今までで第４集まで出ていますので、そういうどんな判断がなされ

てどんな欠陥があるのかというのは、そういう判例集を見ていただけると、具体的にこう

いうケースがあるというのがわかると思うのですが、それ以外には、統計なりデータとし

てこうだという資料というのは今のところないかなと思います。 

【委員】  日弁連で人権問題をやられている会があって、その会と、ＪＩＡとか我々関

係団体でいろいろ議論したんですが、そういうことはいっぱいあると言われて大分こちら

が責められたんですけれども、じゃあ具体的にどこの地域でどういう問題が起こっている

のか、それはデザイン側なのかビルト側なのかとか、あるいは施主がとにかく安くやれと

言うのでそうなっちゃったのかとか、そういう情報が全体の中に占めている量の問題も含
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めて、実態がよくわからないというのが我々としてはちょっと歯がゆいところがあってお

聞きしたんですけれども。 

【参考人】  もちろん、正確なデータはないんですが、地域ネットはほぼ日本全国にあ

って、どこの相談の窓口でも基本的には同じような相談が来ていますので、そういう基準

法違反状態の建物が全国にあるんだというのが僕らの共通認識になっています。それがど

の程度あるのかとなると、ちょっと情報はないんですけれども。 

【委員】  時間がありませんから１つだけ○○先生のほうに情報をこちらから開示した

いんだけれども、実は、信頼できる建築士がどこにいるのかわからないというのは常に消

費者のほうから出るんです。実は我々が姉歯事件以前の５年前から、お医者さんが専門医

制度を立ち上げて、お医者さんの情報開示をされていますね、あれと同じようなことを建

築士会のほうでは専攻建築士制度ということで、その人が先ず、どういう業務領域を専門

にしているのか、例えば、設計を専門にしているとか施工を専門にしているとかを明示し、

更にどのくらいの業務経歴を持って、どのくらい信頼できるかということを評価し、表示

をした、こういう登録証を建築士会が会員に発行し、各自携帯しているんです。残念なが

ら、こういうものがありますよという我々の側の周知の仕方がまだ十分でないので、一般

の方にはほとんど知られていません。今後は更に本腰を入れて、周知活動を進めていきた

いと考えていますが、こういうものがあるということを弁護士の方々にも、消費者の方に

もぜひ伝えていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【参考人】  わかりました。 

【部会長】  それでは、次に○○委員、お願いします。 

【委員】  ２点あります。１点は、○○先生のほうにちょっとお聞きしたいんですが、

資料１－２の２ページの（４）ですが、第三者による厳格な監理を望む声もありと。そう

いう声もあるということなんですが、そういう望む声の方々は、それによってコストが上

がっても仕方がないと考えている人が多いんでしょうか。それとも、コストは今のままで、

税金も含めてなんですが、その辺いかがですか、その印象を教えていただければ。 

【参考人】  結論から言いますと、それはコストがかかるから基本的には嫌なんだけれ

ども、一生に一度の建物を建てるので、しかも３,０００万とか４,０００万とかかなり高

いところもあるんですけれども、高い買い物をするんだから、その金額に見合うだけのこ

とをやってくれれば、安心した、信頼できる建物に住みたいと。だから、多少お金がかか
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ってもいいから、第三者、要するにチェックだけする人にやってもらいたいと。それを制

度として取り組めないかと。要するに国がやってくれないかと、極端な話、そう言う人も

いますよね。 

 以上です。 

【委員】  わかりました。ありがとうございます。 

 あと１点、○○先生にお聞きしたいんですが、資料の３ページですが、建築紛争の概要

の中の一番下の事務局の対応なんですが、建築基準法違反か否かについて事務局にストレ

ートに聞くというのはちょっとあり得ないと思うんですけれども。要するに、違反かどう

かは司法判断なので、事務局がそういうのを判断できるはずがないんですが。ここで言っ

ている意味は、ちょっと意味がわからないんですけれども、どういう意味ですかね。 

【参考人】  まさに事実状態について争いがあるケースについて、例えば照会したのは、

あれは耐火被覆の関係で、エッジ部分については薄くてもいいんだというような業者から

の反論があったものですから、全体について同じような厚さが確保されなければいけない

というのが法律の解釈としては正しいのではないかというふうな趣旨の照会をしたんので

す。 

【委員】  ちょっといいでしょうか。そうだとすると、それはまさしく司法判断ですよ

ね、解釈だから。事務局が解釈を決めるわけじゃないので。だから、事実関係を聞くとい

うのはわかるんですけれども、違反かどうかとか、解釈がどうかというのは、これはまさ

しく裁判所が決める話だと思うんですけれども。 

【参考人】  ただ、建築基準法を所管しているのが事務局ですから、そこの見解を聞く

というのは、通常あり得ることだと思いますが。 

【委員】  それで、一応念のため、どういうふうに考えているかを聞いているという意

味だと。で、現実に回答はあるんですか。 

【参考人】  これがなかなか回答が来ないのです。 

【委員】  遅いと書いてあるのは遅い早いなので。 

【参考人】  かなりの件数が殺到しているらしいんですが、ちょっと詳しいことは……。 

【事務局】  私が見たケースは、大変失礼なんですけれども、質問の意味が、やはり個

別具体のものになればなるほどはっきりわからないというケースが割と多かったように記

憶しておりますけれども。できるだけお答えするようにはしているんですけれども、もう

１つは行政庁が絡みますので、そちらの判断がまずあるべきではないかということも、現
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場に近いという意味でですね、お答えしたケースもございます。 

【委員】  結構です。 

【部会長】  それでは、○○先生、お願いします。 

【委員】  年間１００万戸の住宅が建てられるとして、欠陥とか紛争とかが一様に起こ

っているとはちょっと思えないんです。欠陥が多くて紛争が起こりやすいのと、全然起こ

らないのが多分あるんだろうと。例えば住宅メーカーだとか、工務店だとか、あるいは個

別注文の住宅、建売住宅、住宅はいろいろな分類ができますが、それから戸建住宅とマン

ション、それごとに、それから企業の規模が大きいとか小さいとか、大都市とか地方だと

か、そういう、どういうところに欠陥が起こりやすいかということを把握しないと、どう

いう対策を打ったらいいのか、どこをねらったらいいのかということがはっきりしません。

そういう観点に立ちますと、きょうご説明していただいた方から、ご相談を受けておられ

る立場でどういう感触を持っておられるかということを伺いたい。 

 それからまた、事務局ではその辺欠陥をめぐる紛争について何らかの統計をとっておら

れるのかどうか、その辺も伺いたいと思います。 

【部会長】  ４人の参考人に順に伺いますか。 

【委員】  そうですね、例えば○○さんとか○○さんとか、もしご存じでしたら。 

【部会長】  では、お二人、代表して○○さんと○○さん、順番にお答えをお願いしま

す。 

【参考人】  それでは、質問に的確に答えられるかどうかちょっとわかりませんけれど

も、今、直接相談窓口で受けている内容と状況によりますと、まず、建物の供給スタイル、

建て売り、注文住宅、それはもう無関係ですね。どれが多いとか少ないとかじゃなくて。

それからもう１つ、街の工務店とかゼネコン、スーパーゼネコン、それは全く関係ありま

せん。だから、大きな会社だから欠陥がない、要するに消費者が、欠陥と言っていいかど

うかはこれは別にして、瑕疵のないものがつくれているかというと、必ずしもそうでなく

て、これはもう平均していますね。僕は専門的に見てなぜそうかといったら、実際、現場

で働いている職人さんは、大体レベルもみんな同じですね。ただ、その実際働いている職

人さんの上で監督している人、要するに監督の目のつけどころが、昔はちゃんと技術指導

していたんですよ。今は、現場へ行って現場監督さんをいろいろ見ていると、あの人たち、

お金勘定しかしていませんよ。生コンのところで水を入れられていても知りませんよね。

だからその辺のことが一般の住宅ですよ、超高層とかやっているところは知りません。そ
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れはそれなりのレベルの人たちがプロジェクトチームをつくってやっていますから、そう

問題はないと思いますけれども、一般の住宅とか、あるいはマンションの施工レベルとい

うのは、街でもどこでも地方でも全く同じであって、事実私は、札幌から東京、関東近辺

から福岡とか全部調査に頼まれて行っていますけれども、大体レベルは同じです。やって

いることも現象もみんな同じです。 

 だから、特にマンション関係について言うと、これは個人的な見解ですけれども、マン

ションと建売住宅について言えば、働いている職人さんはエンドユーザーの顔が見えない

ということです。注文住宅の場合は、そこへ住む人と顔が合ったりして、会話ができて、

直接コミュニケーションができているんですけれども、子供が何人いるとか、働いていれ

ばわかりますよ。でも、集合住宅とか建売住宅に関しては、エンドユーザーの顔が全くわ

からない。だから、直接働いている人が何を期待して物をつくっているかということが、

すごく希望がないんじゃないかと思うんです、職人なりのプライドとかを発揮する。そう

いうところにちょっと問題があるんじゃないかと。これは個人的な見解、感想なんですけ

れども。 

 ですから、今言われているように、地域それから大中小、もう全く関係なく同じような

現象で同じような欠陥が発生していますね。 

 こんなことでよろしいでしょうか。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、○○さん、お願いします。 

【参考人】  基本的に、今、○○先生の言われたとおりで、欠陥が生じやすい類型の形

態というのを特定するのはすごく難しくて、基本的には売買も請負も大手も工務店系も、

基本的に相談は来ていまして、欠陥もあるという状況なので、ちょっとそういう類型化は

今のところ難しいのかなというふうに思っています。 

【委員】  ありがとうございます。何か欠陥に関する統計はあるんでしょうか。 

【事務局】  事務局ですが、２つ申し上げます。きょうお配りした資料、白いものでレ

ジュメがございますでしょうか、「住宅瑕疵・不具合に関する消費者からの相談状況」とい

う、その２ページ目をお開きください。そこだけ申し上げますが、実はこれは先日７月に

初めて記者発表したものですが、先ほどの紛争処理支援センターで相談を受け付けており

ますが、これを企業ごとに実は累計を持っております。それを実際に支援センターに相談

を受けた件数と、供給１,０００戸当たりどれだけの件数の相談を受けるのか。これが一概
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に瑕疵の発生率とは言えませんが、例えば相談件数１,１１５件、これは四半期だけですけ

れども、１,０００戸当たり全部の業者を平均しますと４.２９、相談件数ですけれども、

下のほうの表にいわゆる大手メーカーについてまとめたところ、例えば１.０未満から４.

０以上と、非常に幅がある。こういった資料を今、収集を始めておりまして、実は各企業

ごとに数字はございます。その数字を直ちに出すわけにいきませんので、今後それを分析

していきたいというのと、もう１点、先ほど、瑕疵担保保険、住宅履行確保法に基づく保

険、既に実は任意の制度、それから強制保険としましても、先週段階で、既に戸建住宅の

６５％、着工費６５％を超えた申し込みになっております。過去の保険実績からいきます

と、１００戸当たり約１％弱の事故、要は保険請求になっております。したがいまして、

実際の事故はもう少し多いんですが、今後、保険事故の集積によって、具体的にどういう

事業者、もしくはどういう仕様、もしくはどういう工法でどういう事故が多いかというの

が非常に大きいデータとして整理されつつございますので、それを今、整理をして、世の

中に対してどのようにはかっていくか、もしくは検討していくかというのを検討している

ところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【部会長】  よろしゅうございますか。 

 では、○○委員、お願いします。 

【委員】  ちょっと建築関係の紛争とか住宅関係の紛争で伏在している問題があるのか

なと思っていまして、○○先生と○○さんのご議論に関連するかと思うんですけれども、

まず、この青い資料のほう、○○さんのお配りいただいた資料の１０ページの最後のとこ

ろに、裁判例の分析結果というのが出ておりまして、これの③なんですけれども、判決の

理由等々分析されたということで、民法の７０９条と４１５条が入っていて、あと環境基

本法とか宅建業法とか騒音規制法とか挙げられているんですけれども、ちょっとこの分析

の意味が厳密にはよくわからないのでして、基本的には、最終的な形は多分損害賠償とい

うことになるんでしょうから、その中で違法性の判断の中にこういう行政法規が入ってく

るという意味合いだと思うのですが、問題は、だから、多分、公法的な規制の問題と、そ

れから民事的な救済の話というのがおそらく混じっている話で、だから、公法と私法が交

錯しているというところが、今まで現に少し出てきたかと思うんですけれども、そこが多

分あまりこういう問題を正面から認識したことはなかったと思うんですけれども、そうい
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う問題をまず認識しないといかんのかなというふうに思っています。 

 こういう紛争については、基本は原状回復ということなんですね。要するに行政にちゃ

んとやってもらうということが大事なことなんだけれども、その原状回復というのは、契

約上の履行ということであれば民事でいくし、あるいは監督権限の行使ということであれ

ば行政でもいけるという整理が可能で、それは両方あり得る、併存するということだと思

うんです。 

 それからもう１つは、じゃあ最終的に救済の段階で損害賠償するときにどうするのかと

いう話で、瑕疵の議論に建築基準法がどう絡むかどうかというご議論がございましたけれ

ども、これはまさに両者が入ってくる話なので、ここはちょっとほったらかしにできない

のかなというのが１つあるんですね。そこをどうするのかということですよね。 

 それからＡＤＲも、現状のＡＤＲというのは、おそらく民事的な扱いについて行政が仲

介するという話なので、ＡＤＲ機関自身が行政として救済するというところまでは必ずし

も踏み込んでいないと思うので、それは行政委員会類型というのがおそらくあって、それ

をやっているのは、多分、労働委員会の救済命令がバックペイという形で損害賠償的なも

のについて行政的な裁量判断を入れて金銭救済を入れるというようなことはあるので、何

か両者が混じるとそういう解決方法になるのかなという話と、その公法・私法の交錯関係

についてうまく混じらせるということが大事で、あとそれから民事の判決についても、制

裁的な賠償みたいな議論というのはいろいろなところにありますが、まあそれがいいかど

うかわからなくて、何かあれはちょっとアンシャン・レジームの仕組みかなと思うんだけ

れども、まあそういう裁判的な扱いについても問題があるのかなというふうに思っており

まして。 

 だから、今までこういうことをちゃんと考えたことがないですよね。なので、むしろコ

メントという感じになるのかもしれませんけれども、行政としては、それをちょっと真剣

にどんと大きく考えてみるということが未開拓の分野としてあるんじゃないかなというよ

うなことをちょっと思いました。すみません、質問には必ずしもなっていないんですが、

もしコメントがあればいただければと思います。 

【部会長】  どなたがよろしいですか。 

【委員】  ○○先生と。 

【部会長】  ○○さんですか。 

【委員】  ええ、そうですね。 
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【部会長】  では、○○先生と○○委員の順番にお願いします。 

【参考人】  被害の救済という意味では、民事的な解決と行政的な解決をうまく組み合

わせるというのはすごく賛成で、それが両方今のところ機能していない、機能していない

と言うと言い過ぎですが、勝訴している判決例もあるんですけれども、そういう考え方が

必要かなと思います。 

 それから基準法違反、公法違反の論点については、現在のところはもう建築基準法違反

については法律上の瑕疵であるという法的評価はほぼ確立しているかなと思います。ただ、

それが不法行為責任とかにつながっていくかというと、まだまだ議論があるのかなという

印象です。 

【部会長】  では○○委員、簡単にお願いします、何か発言がございましたら。 

【参考人】  ちょっとコメントがすごく難しかったので、ちょっと私法とか公法とかの

問題が入ってきたので、直接相談を受けている場合に、社会の仕組みが非常に複雑になっ

ているので、司法の行政化とか、そういう流れというのはある程度やむを得ないと思うん

ですけれども、ただ、相談窓口としては、やはり司法だろうと公法だろうと、瑕疵判断と

かを何らかの形でもってアドバイスしなきゃいけないわけですよね。ですから、やはり判

断基準としては法律を全面的に出して、その法律に適合していませんねというような回答

を消費者には我々はやっているので、それが私法か公法か民法かということになると、ち

ょっとそういうところまでは、建築士の立場からするとあまり分けては考えていません。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 それではあと、○○委員と○○委員でございますか。○○委員ちょっと待って、もう時

間がないな。じゃあ、どうしても１０分には終わらなきゃいけないらしいんです、ここは

借り物の会議室で。ですから、ごく簡単にお願いします。順番は、○○、○○、○○、○

○という順番で。 

【委員】  では簡単に。意見で、事務局のお考えをちょっとお聞きしたいんです。 

 ○○さんのレポートで、施工者の責任の強化、あるいは施工管理者の質の向上というの

があるんですけれども、品質を確保するという意味では、設計と施工をしっかりやらなけ

ればいかんということがありますが、そのときに、今回のここの場面というのは、姉歯事

件のときに申したんですけれども、建築基準法と建築士法のことをやっている。一方で建

設業法のことはこの場ではやっていない。で、現場の品質確保のためには、ほんとうはあ

まり意味あるものにはなっていないんですが、監理技術者制度、主任技術者制度が建設業
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法にはある。その資格というのは一級か二級かの建築士、もしくは施工管理技士、その２

つ、そして業法と士法が一緒になって監理技術者制度のもとに入っているということなん

ですが、その間の関係というのはほとんど吟味されていない。主任技術者、監理技術者の

品質確保に関する貢献というのは、土木施工管理技士とでは建築施工管理技士とまた随分

違うんですね。そういう意味から言うと、やはり業法、士法、基準法、すべてを包含した

上で品質確保をどうするかというのを考えていかないと、この○○さんがおっしゃってい

るようなことに関しても解は出てこないと。そういう意味で、提案と同時に事務局でそう

いうお考えはないでしょうかという。意見であり、質問です。 

 以上です。 

【部会長】  それじゃあ、一通り全部承ってから。○○委員、お願いします。 

【委員】  ○○の○○理事にお伺いしたいんですが、資料の７ページを見ますと、消費

者相談の情報の仕組みが出ているんですけれども、この中で見ると、確かに消費者にはい

ろいろな情報が行っているようなんですが、直接、建設業者等には行く仕組みがここでは

できてるんでしょうか。下のほうに関係団体とあるから、そこかなとも思うんですが。そ

れと関連するんですけれども、例えば、今回ご出席されている○さんの住宅リフォーム・

紛争処理支援センター、そういうところとの連携はあるんでしょうか。 

【委員】  関係団体というのはやはり何か、我が○○、○○にいろいろな情報、苦情が

来ますよね、それでこれについてはやはりこうすべきだよとかこうしてほしいとか、我々

は行政権限は全くありませんので、要望という形になるわけですね。そのときに、建築の

何かの関係があればそういうところに要望するだけであって、始終そういう関係で、例え

ば建築家協会さんに何々のお話をするとか、何々をするとか、そういうことはありません。 

 それと、工藤さんのところとは、若干ＡＤＲの関係なんかもありまして、そんなに深い

ほどの連携というのは、ちょっとそこまでは行きませんけれども、私もこちらの委員にさ

せていただいたりして、そういう面での連携でございます。 

【委員】  私の考えというか意見として、やはりそういう何か連携ということが非常に

重要じゃないかということと、きょうはお話を聞いていて大変暗い話ばっかりなんですが、

ベストプラクティスというのをやはり集めてみる必要もあるのではないか。こういうやり

方をしているところがあって非常にいいですよというのはたくさんあるはずなんですね。

ですから、そういうことも事務局さんはお考えになる必要があるのかなというふうに、意

見だけ申し上げます。 
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 以上です。 

【部会長】  では、○○さんお願いします。 

【委員】  では、一番詳しい谷合委員にお伺いしたいんですが、例えばこれだけの文句

があるということは、僕の機械安全とか製品安全から見るとすごいなと思うんですけれど

も、原因は何かと考えてみると、要するに意図的な、設計、施工の施工のほうだけを考え

てみますと、意図的にやっているのか、無知、能力がなくてやっているのか、ほんとうに

ミスなのか、それともお客さんとの意思の疎通がうまくいかないのか、不可抗力なのかと

いういろいろな原因があると思うんですけれども、どういう比率というか、どの辺が一番

大きいですかというのは。 

【参考人】  すみません、どれが一番多いかと言うのはすごく難しいんですが、今、お

っしゃったパターンすべてあります。 

【委員】  すべてあるんですね。 

【参考人】  もうこれは故意としか思えないようなものもあります。 

【委員】  わかりました。 

【部会長】  では、最後に○○委員、お願いします。 

【委員】  建築の設計と工事監理をやっている建築士事務所の立場としては、今日いろ

いろな欠陥工事の絵を見せていただいて、かなりショックを受けました。多分これが現実

だと思いますが、いわゆる建築主側の義務もあるのではないかと思います。先ほど○○先

生の話とも関係しますが、適切な対価を払うとか、適切な建築士、また建築士事務所に発

注するとか、工事監理も必ず発注しなくてはならないとか。サービスを提供する側にも問

題はあると思いますけれども、建築主側にそういう意識を持たせるような、手だてがある

んでしょうか。今日は○○さんに来ていただいていますが、弁護士さんにはお分かりいた

だけると思うんですけれども、我々の仕事というのは大変専門的な仕事であって、いくら

法律で細かいルールをつくっても、たとえば構造計算にしろ何にしろ、最終的には専門家

の判断に委ねられるところがどうしても残ります。そういう場合、私たちが思うのは、や

はり団体の存在が大きいと思います。弁護士会であれば弁護士会が、もちろん制裁権も持

って会員をしっかりと指導ができると。しかし、建築士会にしろ、ＪＩＡにしろ、我々の

建築士事務所協会にしろ、どお会も会員は非常に少ない、団体に加入するという意識が大

変低いわけです。今回の法改正で、私達は団体による自律的な監督機能が大事なので、弁

護士とか会計士とか税理士のように団体への強制加入とか当然加入というのが必要だとい
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うことを主張しました。いわゆる指導監督というのは我々業界の者が自らやらないとなか

なか末端まで行き届かない、しかし加入率が低い常にそういう矛盾を抱えてきております。 

 そういった意味で、これも○○さん、状況を改善する方向として、我々は建築士法で恥

責が規定され、責任を問われるわけですけれども、建築主側にも発注者責任のようなルー

ルが必要なんじゃないかということと、それから我々の業界が自律的監督機能を強化し、

建築士に安心してもらうためには、そのような仕組みも必要なんじゃないかと思っている

んですが、その辺はどうでしょうか。 

【参考人】  建築士の先生方の団体での機能というか、それはもうもちろん当然必要な

ことだと思うんですが、現状ではなかなかそれは難しいでしょうし、それについての何か

いい意見というのはちょっと持ち合わせていないです。 

 それから建築主側の責任ということなんですが、現状では、自宅を手に入れる方法とし

ては、請負という方法と建売一戸建て、あとマンションということで、選択肢としては幾

つかあるものですから、必ず建築士を選んでチェックしてもらうとかという仕組みはない

ものですから、それを突き詰めていくと、もう建て売りとかマンションは買うなという話

になっちゃいますので。だから、どういう意味で建築主の責任ということなのかというの

はちょっとよくわからなかったんですが、少なくとも、取得する際に十分調査をして安易

に買わないということ、強いて言えばそういう責任があるということになるのかなという

ぐらいのご回答しかできないのですが。すみません。 

【部会長】  先ほどの建築主のことで私のほうから一言補足しますと、例えば標準的な

設計料がほとんど払われていないと。例えば○○さんがおっしゃりたかったことはそうい

うことじゃないかと思いますけれども、事務局のほうから何かございますか、○○局長。 

【局長】  さっきの○○さんの関係では、前回、専ら本邦初の設計に起因する大きな偽

装だったものですから、基準法と士法の改正で対応したんですね。だから、ほんとうにト

ータルでやろうと思ったら、おっしゃるようにその部分についてもっとまじめに検討しな

いとまずいと思っています。だから答えは、そういう議論をやるべきだと思います。 

【部会長】  まだ議論は尽きないのでございますけれども、大分時間をオーバーしてい

まして、事務局はやきもきしているんじゃないかと思いますけれども、きょうは消費者の

立場に立つと、皆さん、いろいろもっと国が関与して細かく見るべきだというご意見が強

かったのでございますけれども、数回前は、国が余計なことをするなと、基本的なことだ

けやればいいんだというようないろいろな、論点が違うと議論も違うということを大変痛
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感いたしました。大変参考人の先生方、ありがとうございました。 

 事務局、ではあと、お返ししますので、よろしくお願いします。 

【事務局】  次回の部会は、引き続きまして今度は建築生産、あるいは設計の企業の方

からヒアリングをしたいと思っていますが、日程につきましては、○○部会長とも相談い

たしまして、後日改めてご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  それではこれで終了いたします。どうもきょうは大変熱心なご審議ありが

とうございました。 

── 了 ── 


